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序言

近年、イン ド・太平洋地域の安全保障環境は、ダイナミックに変化 している。変化の基軸

を成 しているのは、中国の活発な対外進出とこれに対する関係各国の対応である。前者につ

いては、改めて言及するまでもないが、後者については、最近、特に顕著になってきている

と言えよう。FOIPの推進、Quadの進展、英仏等欧州諸国のインド・太平洋地域への関与

の強化等は、ここ数年の新たな動きである。

これに対 して、ASEパ の動きは、AOIPの 発出や一部の ASEAN諸国の積極的な対応ぶ

りはあるものの、必ず しも活発とは言い難い。AOIPに しても、FOIPと は似て非なるもの

である。そこには、ASEANの本質的な特徴が深く関わつていると考えられる。

本稿は、この特徴を明らかにすることに努めるとともに、そこから導かれる ASEAN及
び ASEAN諸国に対する安全保障・防衛協力の在 り方等について論 じるものである。

なお、本稿では、原則として、地域共同体としてのASEANを 「ASEAN」 、ASEAN加

盟国を「ASE趨 諸国」と表記する。ただし、便宜上、ASEAN及びASEぶ 諸国を合わせ

て 「ASEAMと 表記する場合がある。

東南アジア地域の地政学的特性

ASEAN及び ASIttN諸国が所在する東南アジア地域の地政学的特性としては、第一に、

この地域が、インド洋 と太平洋を連結する結節に位置していることが挙げられる。古くから

多くの重要な海上交通路がこの地域を経由しているため、この地域の平和と安定は、イン ド

洋及び太平洋における海上交通の安全に直結している。

第二の特性は、この地域の著 しい多様性である。まず、地理的に、島嶼、半島、海洋が複

雑に交錯 してお り、そこに、歴史、人口、領上、民族、宗教、言語、政体等を著しく又は相

当に異にする諸国が所在 している。

第二は、第二の特性 と深く関連 していると考えられるが、支配的大国の不在である。イン

ドネシアが地域最大の国家であり、地域における影響力も小さくないが、支配的な地位にあ

るとは言い難い。歴史を遡つても、この地域全体を統一支配する国家が存在 したことはない。

第四は、第二の特性の裏返 しだが、域外大国の影響、更には干渉を受けやすいことである。

この地域は、歴史的に、特に北の中国及び西のイン ドの影響を強く受けてきたとされる。そ

の状況は、近年の両国の国力増大に伴い、再現される可能性が生じている。

(注)本稿では、地政学的特性 とは、地理的特性 とそれに起因する政治的特性を意味してい

る。地理的特性は容易には変化 しないことから、一般論を言えば、地政学的特性は永続



的である。

ASEANの本質的特徴

このような地政学的特性を反映 して、ASEANは、地域共同体として二つの本質的特徴を

有 している。

第一は、中心性、一体性の追求である。中心性は ASEANの最高規範であるASEAN憲
章に規定されてお り、一体性はその前提であるが、これらの追求は、域内に大国が不在であ

り、域外大国の影響を受けやすく、過去に実際に受けてきたという東南アジア地域の特性を

踏まえたASEAN諸国共通の意志に基づくものである。仮に、この追求を止めれば、ASEAN
は、良くて形骸化、悪くすれば瓦解 し、少なからぬASEAN諸国が、植民地化されることこ

そないにせよ、第 2次大戦前後のように各個に域外大国の影響下に置かれることになろう。

逆に言えば、中心性、一体性が維持される限 り、どの域外大国であつても ASEAN及び

ASEttN諸国を排他的な影響下に置くことは困難だということである。ある地域の中小国家

群が大同団結 して域外大国に仁していこうとすることは、必ず しも稀なことではなく、例え

ば、欧州における近年の事例 として、バルカン諸国が合同して建国したユーゴスラビアがあ

る。しかしながら、周知のように、その解体後の混乱は、悲惨なものであつた。言 うまでも

ないことだが、万が一にも同様の事態が東南アジア地域で起こるようなことがあってはな

らない。

中心性、一体性の追求は、安全保障面でも、ASEAN内外において多くの成果を生んでき

た。内部では、2015年に政治・安全保障共同体が発足したが、これは、何よりもASEAN
諸国間で紛争の平和的解決が確固たる規範 として確立 したこと、すなわち講学上の安全保

障共同体が成立したことを意味している。ASEAN発足以来、タイ・カンボジア間の小規模

紛争を除き、ASEAN諸国間の武力紛争は発生 しておらず、ASEAN諸国がこうしたプラク

ティスの積み重ねに自信を深めたことが、その背景にあると考えられる。

対外的には、ASEANは、域外大国を広く包含 した対話の枠組みを構築し、主導すること

に成功している。最大の成果は 2005年 に発足した東アジア首脳会議 ⊂AS)だが、安全保

障関連でも、1994年発足のASEAN地域フォーラムlARF)及び 2010年発足の拡大ASEAN
国防相会議 (ADMMプラス)は、ASEAN諸国単独では成 し得ない、ASEANな らではの

大きな成果と言えよう。これらの枠組みにおいては、人道支援・災害救援、海洋安全保障、

テロ対策、PKO等の非伝統的安全保障の分野を中心に、参加国間で数多くの具体的協力が

行われており、ASEANの 中心性、一体性は一層高まっている。

第二の特徴は、ASEAN憲章に明記されている内政不干渉 とコンセンサス決定の原則であ

る。この二つの原則は、ASEAN諸国の著しい多様性に由来 し、ASEANが安定的に共同体

を維持するために不可欠の要素である。逆に言えば、ASEANが 、同質性の高い国家群から

成るEUの ように、国家に準ずる共同体を形成することは、不可能と言つてよい。多種多様

な中小国家群を糾合 して統一国家を形成 したユーゴスラビア社会主義連邦共和国がわずか



半世紀で崩壊 したことは、ASEANに とっては反面教師と言 うべきであろう。

両原則は、ASEANの活動の限界を画している。安全保障について言えば、ASEANが取

り組み得るのは、ASEAN憲章等で明示的に除かれているわけではないものの、原則 として

非伝統的安全保障の問題に限られる。却 MMプ ラスの専門家会合 (EWG)で はサイバー等

伝統的安全保障と共通する問題も取り上げられているが、これはあくまで例外である。伝統

的安全保障の問題は国家の主権と不可分であることから、両原則の下では、これにASEAN
が関与する余地は、基本的に生 じない。

また、ASEANが域外大国間の問題に関与することも困難である。中国の 「一帯一路J構

想 と日米等の FOIP構想に対 し、AOIPの ような日和見的な見解の表明に留まつたことは、

ASEANの限界を端的に表 している。もつとも、同時に、これは、域外大国間の対立に対 し

て中立を守るという ASEANの意志の表れと見ることも可能であろうが、いずれにせよ、

ASEANに選択の余地が他になかったことは明らかである。

さらに、域外大国と利害が対立する問題への対処力にも限りがある。南シナ海問題は、南

シナ海の島嶼等の領有権を巡る中国と一部の ASEAN諸国間の紛争であるが、最近の中国

による係争島嶼の埋め立て等の一方的な行動に対して、ASEANが ASEAN首脳会議の議

長声明で曖味に懸念を表明することぐらいしかできないのは、コンセンサス決定の原則を

とる ASEANの限界に他ならない。同様に、この問題に関する紛争予防のための南シナ海

行動規範 (COC)の策定交渉においても、ASEmヾ は、団結の強みを活かして中国とASEAN
間の交渉に持ち込むことに成功 したものの、強い交渉ポジションを形成できず、今 日に至る

まで中国に有利な状況を変えることができないでいる。やはリコンセンサス決定の原則が

足 MIIに なつていることは否定できない。このままでは、COCは、実効性を欠くと言われる

2002年に署名 された南シナ海行動宣言 (DOC)の 二の舞となろう。

なお、両原則 と矛盾 しかねない原則が ASEAN憲章に含まれていることは、注目に値 し

よう。それは、民主主義と法の支配への支持、基本的自由と人権の尊重である。これ らの価

値については、ASEAN諸国が等 しく実践 しているとは言い難い。本年 2月 のミャンマーに

おける軍事クーデターは記憶に新 しいが、その他にも、ベ トナムやラオスは一党独裁制の国

家であり、タイも軍事政権下にある。これらの原則が空文に過ぎないとなれば、ASEANの

威信に傷がつく。他方、これらを盾に内政干渉に及べば、ASEANの一体性が失われる。こ

の問題は、いわば自ら蒔いた種だが、今後もASE赳ヾに難 しい対応を迫 り続けるであろう。

当面は、ミャンマーに対して有効な手立てを講 じられるか否かが注目される。

ASEAN諸国の安全保障政策の共通性と相違性

ASEANの安全保障政策は、基本的に、ASEAN諸国の安全保障政策のいわば最大公約数

である。逆に、それを除けば、ASEAN諸国の安全保障政策は、各国毎に相当異なつている。

ASE測ヽ諸国に共通する安全保障政策は、主として非伝統的安全保障に関するものであ

る。前述のように、ASEANが取 り組み得るのは、基本的に非伝統的安全保障の問題に限ら



れるため、当然と言えば当然である。必ず しも全カロ盟国の共通政策ではないにせよ、海洋安

全保障、国際テロ、人身売買、PKO、 大規模災害等は、多くの ASEAN諸国の共通の課題

であり、ADMMプ ラス等でも積極的に取り上げられている。

他方、相違する安全保障政策の第一は、域外大国との外交関係である。特に、最近、中国

との関係については、遠近がはつきりしてきている。中国に最も近いのはラオスとカンボジ

アであり、逆に、最も遠いのはベ トナムとフィリピンである。前者は、中国との間で領土問

題を有しておらず、中国の投資や貿易に期待するところが大きいのに対 し、後者は、いわば

南シナ海問題の最前線にあり、日常的に中国の圧力に直面している。その意味では、外交的

距離の差は当然であろう。残る 6か国は、中国を含む全ての域外大国との関係をバランス

させることに腐心している。大国に囲まれた中小国家特有のバランス感覚である。

相違する安全保障政策の第二は、国防政策である。ASEANは、基本的に、軍事の問題に

は関与 していない。かつて、イン ドネシアが ASEAN平和維持軍の倉1設構想を唱えたこと

があるが、他の加盟国から賛同を得られずに終わっている。今 日においても、国防は、各

ASEAN諸国独自の問題 となっている。ASEAN諸国の多くは、軍事力の近代化に取り組ん

でお り、その背景には、国内治安の安定化及び中国の海洋進出等の安全保障環境の流動化が

ある。もつとも、近代化の進捗度合は、経済力の差等を反映し、各国でかなりの差がある。

対 ASEAN安全保障・防衛協力の在 り方

ASEAN及び ASEAN諸国に対する安仝保障政策は、前述のような ASEANの本質的特

徴等を踏まえたものであることが必要である。さもなければ、その政策は、多くの場合、失

敗することになる。安全保障・防衛協力も例外ではない。ASEANの本質的特徴等から導か

れる安全保障・防衛協力の在 り方は、在 り方の全てではないが、少なくとも遵守すべき最低

限の基準であると言えよう。

そのような対 ASEAN安全保障・防衛協力の在 り方として第一に言えることは、協力が

ASEANの中心性、一体性の維持向上に資するものでなければならないということである。

これは、中心性、一体性が A絣喩Nの存在理由とも言 うべき要素である以上、当然のことで

あり、最も重要な点である。言い換えれば、この地域の平和と安定を望むのであれば、

ASEANの中心性、一体性を支援 していくことが最も現実的だということである。中心性、

一体性が強化されればされるほど、ASEANは安定し、特定の域外大国がASEANに独占的

な影響力を持つ余地は小さくなる。

逆に、我が国は、ASEANに対 してその種の影響力を持つという「野望」を持つべきでは

ない。例えば、他の域外大国との対立がある場合に ASEANや ASIttN諸国を全面的に自

らの側に立たせようと試みることは避けるべきである。そのような「野望」は、ASIttNを

分裂させ、かえって他の域外大国の地域介入を許すことになる。加えて、それは、地政学的

な条件を欠き、非現実的でもある。もちろん、そのような場合に、自らの立場や政策を、外

交や防衛交流を通 じて ASEANや ASEAN諸国に説明していくことは必要である。さもな



ければ、ASEAN側 は、我が国の立場等を顧慮 しなくなるであろう。

第二は、非伝統的安全保障分野における協力が中心となるべきだということである。これ

は、ASEANが、内政不干渉及びコンセンサス決定の原則を採ることに出来するもので、ほ

とんど必然的な在 り方と言ってよい。

第二は、第二の裏返 しだが、伝統的安全保障分野における協力は、個々のASEAN諸国を

対象とすべきことである。一般的には、ラオス及びカンボジアに対しては非伝統的安全保障

分野における協力を、ベ トナム及びフィリピンに対 しては中国の海洋進出への対応に係る

伝統的安全保障分野の協力に重点を置くことが適切である。その他の国に対 しては、伝統的

安全保障、非伝統的安全保障を問わず、そのバランス感覚に配意した協力が妥当であろう。

例えば、マレーシアやタイのように、国防上の要求を満たすこともさることながら、主要な

防衛装備品を複数の外国から調達することによつて特定の外国の影響を過度に受けないよ

うに腐心 している国々に対 しては、何がそのバランス感覚に符合するかが外部からはわか

りにくいこともあり、採用に至らないとしても、様々な装備品提供のオプションを常日頃か

ら提示 しておくことが必要であろう。

なお、ASEAN諸国に対する協力を進めるに当たつて注意すべきは、特定の国とだけ協力

関係を深めることは避けなければならないということである。例えば、現下の安全保障環境

からすれば、共通の安全保障利益を有するベ トナムやフィリピンとの協力に我が国が傾 く

ことは自然だが、過度の傾斜は、ASEANの一体性を損なうおそれがある。ある程度協力内

容等に差が出ることは避けられないにせよ、少なくとも、ASEAN諸国と等 しく協力関係を

築こうとしている域外国との評価を損ねないようにしなければならない。また、ASE州 諸

国に対する非伝統的安全保障分野の協力案件については、できるだけ ASEANを通 じて提

案することが望ましい。/SEAN諸国と二国間で先に協力を始めることが不可とまでは言え

ないが、まず ASE戯ヾに持ち掛けることは、ASEANの威信を高め、中心性、一体性の向上

に資すると考えられるからである。

第四は、特に ASEAN諸国に対しては、その自立的な発展を促す協力に努めるべきこと

である。ASE趨 諸国は、程度の差こそあれ、域外大国に対する少なからぬ警戒心を有 して

いる。これは、東南アジア地域の地政学的特性からすれば当然のことであり、それだけに根

深いものである。ASE_AN諸国からすれば、我が国も域外大国の一つに他ならない。このた

め、安全保障・防衛協力に当たつては、この警戒心を和らげるため、干渉的な姿勢や優越的

な態度を控え、ASEAN諸国の主体性を尊重 し、その自立的な発展を支援するとの立場に立

つことが重要である。

かかる観点からすれば、例えば、能力構築支援において、被支援国が達成すべき能力水準

を支援国側が一方的に設定 し、現在の能力水準とのギャップを埋めるにはどうすればよい

か、といつたアプローチは不可と言 うべきである。しかしながら、欧米諸国は、しばしばこ

うしたアプローチをとる。彼 らは十分に意識 していないようだが、その背後には、明らかに

被支援国に対する優越感が存在する。また、装備・技術協力においては、欧米の支援国が、



装備品を供与する一方、その維持管理に関する情報等を供与 しないために、暫くすると当該

装備品が稼働率を著 しく低下させる事例も散見される。これは、被支援国の能力を体系的に

発展させることへの関心の欠如を物語つている。いずれも、他山の石とすべきであろう。

このように、我が国がいわば善意の大国としてASEAN諸国に接することは、結果的に、

露骨に利害に訴えるような他の域外大国との競争において有利な材料ともなる。もちろん、

利害関係は国際関係の基本であり、例えば、今や経済力で我が国を凌駕する中国のアプロー

チが極めて強力であることは否定できない。また、善意のアプローチが直ちに信頼を生むわ

けでもない。しかしながら、我が国が独自のアプローチによつて差別化を図つていけば、少

なくとも長期的には、ASEAN諸国からの信頼の深化によつて、経済的、実利的な劣勢をあ

る程度補 うことが期待できるであろう。

我が国の対 ASEAN安全保障・防衛協力の現状

ASEAN及び ASEAN諸国に対する我が国の安全保障・防衛協力は、結果的にせよ、以上

の在 り方に基本的に準拠してお り、その意味で適切に行われていると言つてよい。

2016年に発表されたビエンチャンビジョンは、国際法認識の共有促進、海洋安全保障の

強化、多分野にわたるASEANの能力向上支援を柱とし、2020年に発表されたビエンチャ

ンビジョン 20は、協力の実施三原則 として (1)心 と心の協力、(2)き め細やかで息の

長い協力、(3)対等で開かれた協力を追加 し、ASEttNの 中心性、一体性に貢献すること

としている。そして、これらの指針の下、ASEANに対 しては、乗艦協カプログラム、鵬 OR
に関する招聘プログラム等、主として非伝統的安全保障分野の事業が実施されている。また、

ASEAN諸国に対 しては、フィリピンヘの TC‐ 90の供与のように、伝統的な安全保障分野

の協力が行われている。

なお、今後は、非伝統的安全保障分野における ASE」ヽ諸国の相互運用性の向 Lに資す

る能力構築支援や装備・技術協力が有望であろう。例えば、沿岸警備当局や海空軍当局間で

データ通信のネットワークが共有されれば、ASEAN諸国は、より効果的、効率的に連携 し

て海賊やテロ組織に対処できるようになるであろう。これが ASEANの 中心性、一体性の

向上に資することは、言 うまでもない。

結言

日本人は、理由は明らかでないが、東南アジアに対 して好意を持つ傾向がある。例えば、

令和元年 10月 に内閣府が行つた「外交に関する世論調査Jでは、日本人が親 しみを感 じる

国や地域 として、米国、欧州に次いで東南アジアが挙がつている。この事実は、我が国が善

意の大国として ASEAN及び ASEAN諸国に接するのに有利である 一方、セルフイメージ

の投影によつてASEAN側の好意や信頼を無意識の前提とするリスクを伴つている。

本稿では、この種の感情的な要素をできるだけ排 し、地域安全保障の観点から、東南アジ

ア地域や ASE月ヽ の本質的要素の把握等に努めたつもりだが、その結論が、我が国の対



ASEAN安全保障・防衛協力の現状と概ね整合的であることが確認できたことは喜ばしい。

我が国には、引き続き、域外大国の 一つとして、ASEAN及び ASEAN諸国との協力を通 じ

て、東南アジア地域の平和と安定に相応の貢献をしていくことが期待される。


